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教育行政領域における実証的研究の権威性の正当性に関する研究

一NoChildLeftBehindActof2001を 事 例 と し た 第 一 次 的 検 討 一

桐村 豪文

はじめに

近年、実証的研究 とい う言葉がもてはやされている感がある。その言葉は多面でもてはやされ、

用いられたため、その言葉について共有しうる基底的意味が何か、不明確になっている感も否め

ない。事実、ウィーン大学に発祥の地をもつ 「論理実証主義」、あるいはその強い影響を受けて

1950年 代から1960年 代初頭にかけてアメリカにて理論運動として 「展開され、教育行政事象を

自然科学的な方法で捉えようとする実証主義パラダイム」1で理想 とされた理論は、仮説一演繹理

論であり、「理論を純粋に論理一数学的手続きでもって、より多くの一組の経験的法則を導き出す

ことのできる一組の過程 として定義」2されるものであった。今日実証的研究と自称する研究は、

例えば歴史研究など、原初の 「実証的研究」がもつ意味の坪外で用いられる場合があり、したが

ってその言葉について共有 される意味がやや多面性を持ってきたと言える。 しかし、高木太郎

(1967)が 「教育行政の実証的研究」を 「社会学的研究と統計的研究の二つ」3に区分している

ことや、中澤渉(2003)4に よるこれまでの実証的研究に対する自省的考察などを踏まえると、

全体的には従前の論理一数学的な形態、方法論を維持 していると言えよう。

しかし本研究では、実証的研究とい う言葉について、共有すべき基底的意味を、一連の自称実

証的研究の事例の中から別出することを目的としているのではない。この言葉が持つ問題性は曖

昧性にあるのではない。その曖昧性を生成するに至 らしめた権威性にあるのである。権威性を可

能とする言葉であるがゆえに、多面でもてはやされ用いられたのである。これは、かつてブルデ

ューが 「ロジー効果」と呼称した、「科学と哲学の問の境界を混乱させようとする哲学者たちの努

力の明らさまな表現」5に類似するものである。実証的研究とい う言葉も同様、研究に対する権威

付けを曖昧にも保証する力をもつ言葉となっているのである。

ではなぜその権威性が問題 となるのか。より厳密に言 うならば、権威性の在 り方に問題を見る。

語りが権威性を持つということ全てが問題となるのではない。例えば トー トロジーとして語りう

ることは全て権威性をもっ。なぜならば、語 りが権威性をもっのは、真理性をもっからである。

つまり、 トー トロジーは常に真であるから、何人もこれを偽とする自由は得ておらず、その意味

において トー トロジーは常に権威性を持つのである。

よって、ある語 りが権威性を持つ根拠は、その真理性に拠るのである。この論理的順序は定言

的事実である。ただしこの場合、語 りが真理であることは、語 りが権威性を持つための十分条件

としてあるが、必要条件ではない。たとえ語 りが真理でなくとも、例えば、語 りの主体が権威者

(政府など)で あることや、あるいは方法論が語 りに対して隠蔽的に真理性を帯びさせることを
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可能 とさせる、といったことからも、語 りに権威性が与えられる事態は発生しうるのである。 こ

の事態はつまり、語りに対して、恣意性がその内に隠匿された権威性が、あるいは語りうる真理

的土台を等閑に付し、自らを真理性の限りに制約 しないことを、真理性とは別の力によって隠蔽

することによって得られる権威性が与えられ うるとい うことを意味するのでる。ただし本研究で

は後者の問題(方 法論)に 着眼したい。前者の問題(語 りの主体)は 、権威性の度合いに対して

直接作用する要素であるが、真理性を隠蔽する論理構造をもったものではない。対して、方法論

は意図的如何に関わらず、結果 としてそうした機能を果たしうるカをもっているのである。

ある語 りを成立させるために依拠する方法論は、本来それ自体真理に基づかなければならない

が、しかし真理性を再検討されることなく、真理性ではなく、一定の信頼性の上に活用され続け

ることがある。本研究で取 り上げる実証的研究の場合もそうであり、一定の方法論を遵守するこ

とで、その方法論が真理性という面でいかなる位置づけにあるかを再検討することなく、信頼性

の下、自動的に権威性が保証されるのである。よって権威性の在り方について問題であるのは、

真理性の検討を待たずして、権威性の与えられた方法論に依拠することで、あたかもその語りが

真であるかのように振る舞い、結果として権威性を獲得し行使する、とい うことである。

またこの権威性は、研究の領域に留まるものではない。例えば、実証的研究に基づくことが前

提とされるような教育行政や、あるいはそうした行政作用の下に置かれる教育実践も、その影響

の及び うる範囲の内にあるのである。すなわち、教育行政活動、教育実践活動が遂行 される上で

実証的研究に基づくことが求められるということは、それ ら諸活動が、実証的研究において真理

とされる限りに制約されるということを意味するのである。ここで問題となりうるのは、諸活動

が制約されるとい う場面における、真理性 としての基準(方 法論)の 定められ方においてである。

っまり、制約されるとい う事態それ自体が、実践者に対する極楷として問題視 されるのではなく、

実証的研究における真理性の基準の定められ方に、先述の問題を導出する契機 となる可能性が潜

んでいるのである。もしこの真理性の基準の定められ方に恣意性が見出されるならば、正当性を

有さない権威性の現出と見 うるのである。よって、実証的研究のもつ権威性の正当性を検討する

上では、真理性の視点から、その隠匿された恣意性を基準の内から別出しなければならない。

以上に示す とお り、本研究の究極的な目的は、教育行政領域における実証的研究について、そ

の 「実証的である」とする基準(方 法論)の 正当性に対して、真理性の視点から改めて検討を加

え、結果として、実証的研究が持ちうる権威性の正当性を検討することにある。 しかしこの問題

は非常に困難なものである。基準(方 法論)の 正当性を検討するためには、前提として、真理性

とは何か、このアポリアに一定の決着をつけなければならないのである。真理 として語 りうるた

めの条件は何か。さまざまに規定され、制約される現存在 として、真理として語 りうるものは何

か。この問題は、哲学的考究を通 してしか決着を見ない。 しかし本研究の究極的 目的を達成する

ための最も枢要な必要条件がここにあることは確かである。

真理性に関する哲学的考究とい う任務が、本研究の究極的目的を達成する上での必要条件とし

て示 されたわけだが、もう1点 、まず果たすべき、 目的達成上必要な任務がある。それは、検討

されるべき対象事例から、規定される 「実証性」の基準を示すことである。基準の正当性あるい

は恣意性を、規定される基準の内から別出するためには、まずそれら基準を、自ら顕す とおりに

記述する必要がある。 したがって、もし示される基準が複数存在するならば、それら諸基準の相
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対 的位 置 付 け も併 せ 考察 す る こ とが 、諸 基 準 の真 理 的構 造 の 顕現 化 に とっ て有 益 で あ る と考 え る。

本 稿 で は 、本 研 究 の第 一 次 的 段 階 と して 、 この 後者 の任 務 を果 たす こ とを 目的 と し、米 国 の

NoChildLeftBehindActof2001(以 下 、NCLB法)を 検討 対 象 事 例 と して 取 り上 げ る。同法 は 、

教 育行 政 活動 、教 育 実践 活 動 の裏 づ け と して 法 的 に実 証 的研 究 の組 み込 み を求 めて お り、 した が

っ て本 研 究 の 目的 に 照 ら した とき、 事例 と して 取 り上 げ る に相 応 しい と考 え る。 な お 、以 下 実証

的研 究 と表記 す る もの は全 て 、 同法 に 示 され る"scientificallybasedresearch"を 意 味す る。

1.NCLB法 にお け る実 証 的研 究 の位 置 づ け

NCI.B法 は、選 挙 中か ら教 育 を最 優 先 事項 と して掲 げて い たG.W.ブ ッシ ュ(GeorgeW.Bush)

大 統領 が 、就 任 して2日 目に提 出 した初 の 法案 で あ り、そ の 後2002年IH8日 に ブ ッシ ュ大統

領 が署 名 し、成 立 した。NCLB法 は、初 等 中等教 育 法(ElementaryandSecondaryEducationAct)

の修 正 法 で あ る。NCLB法 に は4つ の柱(pillars)が 立 て られ て い る。 それ は 、①結 果 に対す る

よ り強 固な ア カ ウ ンタ ビ リテ ィ(StrongerAccountabilityforResults)、 ② 州 や 地域 に対 す る裁

量権 の拡 大(MoreFreedomforStatesandCommunities)、 ③ 実 証 され た 方 法(ProvenMethods)、

④保 護 者 に対 す る選択 権 の 拡 大(MoreChoicesforParents)で あ る。 本稿 で取 り上 げ る実 証 的

研 究 は、 そ の4つ の柱 の 内 の 「③ 実証 され た方 法 」 に 関わ る もので あ る。

NCI.B法 の 中で実 証 的研 究 とい う言 葉 は 、大 き いプ ログ ラ ムか ら小 さい プ ログ ラム に至 るま で、

計111回 出現 す る。 よってNCLB法 で は、政 策 的 に そ の重 要性 が提 唱 され て い る のみ な らず 、法

的 に教 育行 政 活 動 及 び教 育 実践 活 動 の 中 に実 証 的研 究 が組 み 込 ま れ て い るの で あ る。 したが っ て

例 え ば、 教 育実 践 者 は 、直観 で はな くエ ビデ ンス に基 づ くこ とが 求 め られ 、 また 連 邦補 助 金 の受

給 の可 否 は 、 プ ロ グラ ムが 実証 的 研 究 に基 づ い てい るか否 か に よっ て決 定 され るの で あ る。

本 稿 で は 以下 、 初 等 中等 教 育法 に準拠 す る連 邦補 助 金 プ ロ グ ラム の 内、 実証 的 研 究 に 関連 す る

事 例 と して 、 「読 解 力 向 上 プ ロ グ ラ ム(ReadingFirst)」 、 「包 括 的 学 校 改 善 プ ロ グ ラ ム

(ComprehensiveSchoolReform)」 の2つ の補 助 金 プ ロ グ ラム を取 り上 げ る6。 取 り上 げ る理 由

は 、 両者 が共 に実 証 的研 究 の 定義 につ い て、 一般 的 定 義 とは別 に独 自に定 義 を設 けて い るた め で

あ る7。 以 下 、 この両 プ ログ ラム に 関 して 、ま ず1.1.と1.2.に お い て 、そ の プ ロ グ ラム の概 略 と実

証 的研 究 との接 点 を 素描 す る。 そ して2.で 、一般 的 定 義 と各 プ ログ ラ ムの 定 め る実 証 的研 究 の 定

義 を示 し、各 定 義 の 特徴 を、3者 間の 比 較考 察 を通 じて、 顕現 化 す る。

1.1.ReadingFirst(TitleI,PartB,Subpart1)

ReadingFirstに つ い て概 容 を 示 す と、 以 下 の とお りで あ る。 こ の プ ログ ラ ム は 、Reading

ExcellenceActに 代 わ り、NCLB法TitleI,PartB,Subpart1に よ って創 設 され た もの で あ る。

連 邦教 育省 初 等 中等 教育 局 の学 力 ・教員 改 善 課(AcademicImprovementandTeacherQuality

Programs)の 中 の 、ReadingFirstの 部 門 が 管理 して い る。2008年 度 の 補助 金 額 は3億9301万

2千 ドル で あ り8、そ の補 助 方 式 は一 般補 助 方 式 で あ る。た だ 、州 に対 す る配 分 方 式 は一 般 補助 方

式 だ が、 州 か ら地 方 教育 当局 に対 して 再配 分 され る場 合 は競 争 的 資金 として配 分 され る。 州 と学

区 を受 給 対象 者 とし、実 証 的研 究 に基 づ き、 就 学前 か ら第3学 年 ま で を対 象 に読 解(reading)

を教 授 す るプ ロ グ ラム に対 して支 給 され る。ReadingFirstの 目的 は 、読解 に 関す る実証 的研 究
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に基づいた教科指導プログラムや教科指導上の資源、成績評価、職能開発を実行することを通じ

て、第3学 年の終わ りまでに、全ての児童が学年に応 じた、またはそれ以上の読解能力を確実に

修得できるようにすることにある。

このプログラムの場合、その目的の記述の内からすでに実証的研究への言及がなされているの

で、とりわけ実証的研究との密接な関係が前提としてあることがわかる。このプログラムにおけ

る実証的研究の位置づけに関してさらに言 うと、以下のように規定されている。

① 州教育当局または学区は、実証的研究が読解の教育指導上必須の要素 としてみなす5つ のキ

ーエリア(音 素の認識、音響学、語彙、流暢さ、読解の理解)に 焦点を当て、職能開発や教

科指導上のプログラム、資源を選択しなければならない

②ReadingFirstは 、教員が実証的研究に基づく教育指導プログラムを教授することが可能とな

るよう、研修を増やし、提供する

1.2.ComprehensiveSchoolReform(TitleI,PartF)

次 にComprehensiveSchoo1Reform(CSR)だ が、 この プ ロ グ ラム は 、1998年 に創 設 され た

ComprehensiveSchoolReformDemonstrationProgram(CSRD)に 代 わ り、NCLB法TitleI,

PartFに 準拠 し、ComprehensiveSchoolReformに 名 称 変 更 され た プ ログ ラム で あ る9。Reading

Firstと 同 じ く、 この プ ログ ラム を管 理 す る部 門 は、 連 邦教 育 省 初 等 中等 教 育 局 学力 ・教員 改 善

課 の 中 にあ り、CSRの み を担 当す る部 門 が これ を管 理 してい る。2008年 度 の補 助 金 額 は160万

5454ド ル で10、ReadingFirst同 様 、補 助 方 式 は州 に対 して は一般 補 助 だ が 、地 方 学 区 に対す る

再配 分 にお い て は競争 的配 分方 法 が と られ て い る。 この プ ロ グ ラム の 目的 は 、そ の 有効 性 が 実証

され た手 法 、方 策 を 用 い る こ とに よっ て 、包 括 的 な学 校 改善 を施 し、児 童 生徒 の 学 力 を 向上 させ

る こ とを 目的 と して い る。CSRと そ の前 身 のCSRDと を比 較 す る とき、 プ ロ グ ラム が満 たす べ

き構 成 要 素 にお い て違 いが 見 られ る。CSRDで は、補 助金 を獲 得 す る た めに プ ロ グラ ム が満 た さ

な けれ ばな らない 構成 要 素 が9つ で あ った の が、CSRで はそれ に、下記 の① と⑥ の2つ の要 素 が

加 え られ 、 以下 の11の 構 成 要 素 か ら成 っ てい る。

① 教育 、 学 習 、学 校 運営 にお い て 、実 証 的研 究 や 有効 な 実 践事 例 に基 づ い た方 策 、 方法 の採 用

② 一連 の構成 要 素 と包括 的 設 計 図 とを統合 させ る こ と

③ 教 職 員 の 、継 続 した質 の高 い職 能 開 発 の提 供

④ 児 童 生 徒 の学 力 を対象 と した評 価 可 能 な 目標 とベ ンチ マ ー ク を含 む こ と

⑤ 学校 内 にお い て、 教員 、 行 政官 、 職 員 に よ って 支援 が 行 われ る こ と

⑥ 教 員 、 行 政官 、職員 に対 して支 援 を提供 す る こ と

⑦ 保 護 者 、 地域 が学校 の改 善 活動 の計 画 、実 施 、評 価 へ 有意 義 に参加 す る こ とに備 え るこ と

⑧ 学校 全 体 の 改善 ・改革 に長 け た外 部 協 力者 か ら、質 の 高 い技 術 支援 、補 助 を取 り入れ る こ と

⑨ 学校 改 善 の 実施 計 画 を策 定す る こ と、及 び毎 年 達 成 され るべ き児 童 生 徒 の 学 力成 果 に基 づ く

方 策 を策 定す る こ と、 さらに そ の方 策 に対 す る評 価 につ い て の計画 を策 定す る こ と

⑩ 学校 の包 括 的改 善努 力 を支援 、支 持 す る た めの 資源 を確 保 す る こ と

⑪ 実証 的 研 究 を通 じて 、児 童 生徒 の学 力 向上 を もた らす こ とが 証 明 され て い る こ と、も しくは 、

学力 向上 を も た らす こ とを示す 強 固な エ ビデ ンス(strongevidence)を もつ こ と
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構 成 要 素⑪ に示 され る よ うに 、CSRは 、前 身 のCSRDの 時 期 か ら、 よ り科 学 的 手法 に基 づ く

こ とが前 提 と され たプ ロ グラ ム で あ った。 ① と⑪ の ダ ブル ス タ ンダ ー一一一・ドの問 題 につ い ては 、2.2.

で後 述 す るが 、NCLB法 は① を追加 した こ とで 、この 科学 性 の 条件 を よ り強 固な の と した の で あ

る。 つ ま り、補 助 金 を受 給 す る た めに は 、 プ ロ グラ ムが 、 そ の有 効性 が実 証 的 に示 され た改 善モ

デル を選 択 しな けれ ば な らな い とい うこ とを義務 付 けた の で あ る。

ま たCSRに は 、CSRプ ロ グ ラム の 質 を 高 め る活 動 を支 援 す るた め、CSRイ ニ シ ア テ ィ ブ

(ComprehensiveSchoolReformQualityInitiatives)と い うプ ログ ラム が並 立 され 、非 営利 組

織 な どに対 して補 助 金 を提 供 して きた11。 連 邦教 育 省 初 等 中等 教 育 局 は 、 ジ ョンズ ・ホプ キ ン ス

大 学(JohnsHopkinsUniversity)、 ア メ リカ調 査研 究所(AmericanInstitutesforResearch)

な ど と提携 を結 び 、 技術 支援 、 あ るい は学 校 改 善モ デ ル の構 築 を求 め た。

2.NCLB法 にお け る実 証 的研 究 の 定 義

1.で 素描 した 、実 証 的研 究 との接 点 を持 つ2つ の連 邦補 助 金 プ ログ ラム につ い て 、 そ の定 め る

実証 的研 究 に 関す る定義 、 実証 性 の 基 準(方 法論)を 、 そ の隠 匿 す る恣 意性 まで 含 め 、顕 現化 さ

せ る こ と を、本 節 で は 目的 とす る。 ま ず 、2.1.でNCLB法 第9101条 にお い て定 め られ る一般 的

定義 を、 ヴァ レ リ ・レイナ の 解説 を踏 ま え 、示 す。続 い て2.2.と2.3.に て 、CSRとReadingFirst

に お け る、一 般 的 定 義 とは若 干 立 場 を 異 にす る定義 を、各 プ ロ グ ラム が頒布 す るガ イ ダ ンス か ら

引用 し、 示す12。 図表2、 図表3は 、 ガイ ダ ンス にお け る実 証 的研 究 の 規 定 に関 す る 内容 の一 部

で あ る。 そ こで は具 体 的問 い の形 を用 い て、 実証 的 研 究 の基 準 が よ り詳 細 に示 され て い る。 そ し

て2.4.で 、 それ ら3者 間 の 比較 考 察 か ら、 隠 匿 され た る恣 意 性 の顕 現 化 を試 み る。

2.1.一 般 的定 義

NCLB法 第9101条 の下 、全 ての プ ログ ラム を対 象 とす る実 証 的研 究 の 定義 が 与 え られ て い る

(図表1)。 この定 義(A)に よ る と、 「厳 格 で 体系 的 で 客観 的 な手順 」 が、 実 証性 の根 底 的基 準

と して設 定 され て い る。で は 「厳 格 で 体 系 的で 客観 的 な手順 」とは具 体 的 に何 を指 して い るの か。

こ の定 義(B)(iv)に よれ ば 、研 究 の方 法 論 と して実 験 的 手 法 を用 い る こ とが 、最 も強 固 な厳 格

性 、 体 系 性 、 客 観 性 を もっ た 分 析 手 法 で あ る と言 う。 こ こ で 言 う実 験 的 手 法 は 、無 作 為 統 制

(randomizedcontrolled)実 験 と も呼 ばれ 、最 も優 れ た方 法論 と して 「goldenstandard」 とま

で称 され る13。 この 方法 論 は、 医療 や 福 祉 、雇 用 政 策 、 心理 学 な ど他 の分 野 で 、 あ るモ デ ル プ ラ

ンの有 効性 を評 価 す る ときに 、最 も優 れ た手 法 と して 活 用 され て き た のだ と言 う。

で は さらに ここで 言 う無 作 為統 制 実 験 とは何 か。これ につ い て は 、当時教 育 調査 改 善 局(Officeof

EducationalResearchandImprovement)14次 長(AssistantSecretary)の 上 級 ア ドバ イ ザー

(seniorresearchadvisor)で あ った ヴァ レ リ・レイナ(ValerieReyna)15が 、連 邦教 育省 が2002

年2A6日 に 開催 した ワー キ ング グル ー プ会 議 で行 った 説 明 を援 用 して解 釈 してみ よ う16。 それ

に よ る と、無 作 為 統制 実験 とは 、 「例 えば 、 あ なた が 、無 作 為統 制 実 験 で 、新 しい第3学 年 の数

学 の カ リキ ュ ラ ムが 現行 の カ リキ ュ ラム よ りも よ り効 果 的 か否 か を検 証 した い と望 ん でい る とす

る。 あ な た は、 多 くの第3学 年 の児 童 を対 象 に 、新 しい カ リキ ュ ラ ム を活用 す る介 入 グル ー プ

(interventiongroup)か 、 現行 のカ リキ ュ ラム を活 用 す る統 制 グル ・一一一・プ(controlgroup)の

一33一



京都大学大学院教育学研究科紀要 第56号2010

「実証的研究」の用語は、

(A)教 育活動やプログラムに関する信頼ある、確かな知識を獲得するため、厳格で体系的で客観的な手順を持っ

た真理性 を含む研究を意味する。

(B)そ して以下のような研究を含む

(i)観 察や実験に基づいて設計する体系的で実証的な手法を用い ること

(ii)仮 説検証か ら導出された一般的結論 が正 しいことを証明するために十分かつ厳密なデータ分析を含む こと

(iii)全ての評価者や観察者 において、全ての多様な評価 ・観察において、全ての様々な調査者 による研究におい
て、信頼 ある、確かなデータを提供す る観察手法、評価手法に依拠すること

(iv)個 人、団体、プログラム、実践 に異なる条件が与えられ、重要な条件の影響 を評価す るために適切な統制を

用いて、無作為に介入す る実験を優先 させ る、実験的または準実験的計画を用いて、あるいは、もし実験的 ・

準実験的計画が条件の内外に統制を含むならば、他の計画を用いて評価されること

(V)確 実に、実験的研究が、再現 を考慮するに十分詳細で明快に提供されること、あるいは少なくとも、得 られ
た知見の下で体系的に研究を行 う機会を提供す るために十分詳細で明快に提供 され ること

(vi)相 対的に厳格で客観的で科学的な検討を通 し、他者評価(ピ ア レビュー)を 受けた雑誌で受け入れ られ るこ
と、または独立 した専門家委員会によって認められ ること

いず れ か を無 作 為 に割 り当て る。 あな た はそ うして時 間 が経 過 した後 、両方 の グル ー プ の数 学 の

成績 を評価 す る。 そ の2つ の グル ー フ.間の数 学 の成 績 の 違 い は、 現行 のカ リキ ュ ラム に対 す る新

しい カ リキ ュ ラ ムが もつ 効 果 を表 して い る」17と言 う。つ ま り、こ こで言 う無 作 為 統制 実 験 とは、

す で に あ るサ ンプ ル を介 入 グル ー プ 、 統制 グル ー プ に無 作為 に割 り当 て、 そ の両 者 間 で現 れ る効

果 の違 い を比 較 観 察 す る とい う対 照 実 験 を言 うの で あ る。

そ して さ らに彼 女 い わ く、 この無 作為 統 制 実験 は、 他 の方 法 論 に は ない 、独 特 の利 点 が あ るの

だ と言 う。つ ま りそれ は、「多 くの個 人 を介 入 グル ー プ ま た は統 制 グル ー プ に無 作 為 に割 り当て る

プ ロセ ス に よって 、 どん な特性(観 察 され る もの も観 察 され ない もの も)に お い て も、 グル ー プ

間 に は体 系 的 な違 い は存 在 しな い とい うこ とが保 証 され 」、 結果 と して 、 「介 入 グル ー プ と統 制 グ

ル ー プ との 間 で生 じた結 果 の違 い は、信 頼 性 を以 って 介入 に起 因 してお り、他 の 要 因 に は起 因 し

て い ない とい い うる」18と い う特長 で あ る。 っ ま り正 真 正銘 、対 照 実験 と して 、現 れ る効 果 の違

い を 、操 作 を加 えた 特 定の 変数 のみ に 起 因す る もの と断 定 で き る と言 うの で あ る。

ま た この 定義 に示 され て い る 「厳 格 で 体 系 的 で客観 的 な手 順 」は 無作 為 統 制 実験 の み で はな い。

定 義(B)(iv)に 示 され て い る よ う に 、 実 証 的 研 究 に 認 め ら れ る も の と し て 、 準 実 験 的

(quasi-experimental)研 究 も含 まれ て い る。 準 実 験 的 研 究 とは 、 比 較 グル ー プ(comparison

group)研 究 とも 呼 ばれ 、無 作 為 とは別 の手 法 を通 じて選 ばれ た 比較 グル ・一一一・プ と介 入 参加 者 とを

対 比 させ 、 そ の両 者 間 に見 られ る結 果 を比 較 す るもの で あ る。

連 邦 教 育省 が発 行 した実 証 的研 究 に 関す るガ イ ドに よれ ば、準 実験 的研 究 は、「よ く調 整 され た

研 究 は、 医 学 や そ の他 分 野 と 同様 、 教 育 の 分 野 で も、 介 入 の 有 効 性 につ い て 『真 で あ り うる

(possible)』 エ ビデ ンス を 打 ち立 て 、無作 為 統制 実 験 に よ って 確 証 を得 るに値 す る仮 説 を構 築す

る とい う点 で 、価 値 あ る役割 を果 た し うる と考 え る。 しか しそ の エ ビデ ンス は、 十 分 に調 整 され

た 比較 グル ー プ研 究 で さえ、何 が効 果 的 か否 か の最 後 の裁 定 者 と して 、 あ るい は効 果 の強 さに対

す る信 頼 あ るガイ ドと して活 用 され る こ とに対 して は、 注 意す る必 要 が あ る」19と 。 この よ うに

準 実験 的研 究 にっ い て連 邦 教 育省 は、 そ の有 効性 にっ い て は 限定 的 に捉 えて い るが 、 しか し実験
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的研究に比類するものとして価値づけている。

2.2.ComprehensiveSchoolReformに お け る実証 的 研 究 の基 準

CSRで は 、1.2.で 示 した よ うに、 実証 性 とい う点 に関 して 、2つ の基 準 が設 定 され てい る。 す

な わ ちそ れ は 、(1)実 証 的研 究 に基 づ く とい うこ とと、(2)強 固 な エ ビデ ンス を もっ とい うこ と

で あ る。 だ が 、両 者 は相 矛盾 す る もの で は ない。 この 「強 固 なエ ビデ ンス 」 は、 実 証 的研 究 に 準

ず る概 念 な の で あ る。 で は、 ここで 言 う 「強 固 なエ ビデ ン ス」 とは何 か。

上述 のCSRの ガ イ ダ ンス20は 、 「強 固 なエ ビデ ンス 」 とい う基 準 につ い て 、以 下 の よ うに説 明

して い る。 「『強 固な エ ビデ ンス』 とは 、実 証 的研 究 に基 づ いた エ ビデ ンス よ りも、 よ り厳 密 さを

欠 く基 準 と して定 義 され る。『強 固 なエ ビデ ンス 』と して積 極 的効 果 を示す 実 践 や方 策 、プ ロ グラ

ム は 、実 証 的研 究 の定 義 で設 定 され た基 準 を満 たす 、広 範 な研 究 基 盤 を欠 い てい る」21と 。 この

説 明 か ら明 らか な点 は 、「強 固な エ ビデ ンス 」は 「広 範 な研 究 基盤 」 を欠 き 、実 証 的研 究 に基 づ い

た エ ビデ ンス よ りも厳 密 さ を欠 い た もの で あ る とい うこ とで あ る。 しか しい まだ 不 明 な点 は 「広

範 な研 究 基盤 」 とい う言 葉 で あ る。 そ れ は以 下 の よ うな構 造 を意 味 してい る。

まずCSRに お い て は、 図 表2に 示 す6つ の基 準 全 て を満 た す 事例 研 究 を 「質 の 高 い事 例研 究

(High-qualitystudy)」 、6つ の うち5つ を満 たす もの を 「穏 当な事 例 研 究(Reasonablequality

study)」 と呼ん で い る。 実証 的研 究 は、 少 な く とも この 「質 の 高い 事 例研 究 」5っ か ら構 成 され

て い る こ とが必 要 条件 と して課 され て い る。他 方 そ の 条件 を満 た さず 、「質 の高 い 事例 研 究 」と 「穏

当 な事 例研 究」 で 複合 的 に構 成 され て い る研 究 を 「強 固 なエ ビデ ンス」 と称 す るの で あ る。

1.3.で 示 した構 成 要素 ⑪ か らわ か る とお り、CSRで は 、実 証 的研 究 とい う基 準 の み な らず 、 以

上 に示 した 、そ れ よ りもや や厳 密 さを欠 く 「強 固 なエ ビデ ン ス」 とい う基 準 も、 同 時 に認 め られ

て い る。 しか し、 厳密 さに欠 け る けれ ども、 ガ イ ダ ンス は以 下 の よ うに も述 べ る。 つ ま り、 強 固

な エ ビデ ンス は、 これ らの 基 準 の全 て を満 た す もので は な い けれ ども 、な お依 然 と して科 学性 を

基盤 とす る もので は あ る、 と。 これ は 、 図表4で 示 され て い る よ うに、 そ もそ もCSRが 他 の2

つ の定 義 よ りも実 証 的研 究 に対 して よ り厳 密 な科 学 性 を 要請 して い る か ら、とい うこ と もあ ろ う。

2.3.ReadingFirstに お け る実 証 的研 究 の 基準22

連 邦 教 育省 が発 行 して きた 、実証 的 研 究 に 関す るガイ ダ ンス は、そ の ほ とん どがReadingFirst

を対 象 に作 られ た もの で あっ た。 そ れ に はい くつ かの 理 由 が あ るが 、主 と して、 そ の 立 ち上 げ の

経緯 に起 因す る。ReadingFirstは そ もそ も、新 しい プ ログ ラム と して、 実証 的 研 究 に基 づ い た

読解 アプ ローチ を重 要視 す る とい う考 え か ら始 ま った 。 ま た この プ ロ グ ラム の創 設者 スー ザ ン ・

ノイマ ン(SusanNeuman)は 初 等 中等 教 育 局次 長(AssistantSecretaryforElementaryand

SecondaryEducation)を 務 め 、ま た彼 女 自身 読解 に関す る研 究者 で も あっ た。 こ うした経緯 か

ら、NCLB法 の他 のプ ログ ラ ム とは異 な り、ReadingFirstは と りわ け実 証 的研 究 と密 接 不 可分

の 関係 にあ る ので あ る。

図表3に 示 され る よ うに 、ReadingFirstに 適 用 され る実 証 的研 究 の 定義 は 、NCLB法 に適 応

され る一 般 的定 義 と大 き く異 な る。 例 え ば、ReadingFirstの 定 義 で は、研 究 の 方 法論 が実 験 ま

た は準 実 験 で あ る こ とを求 め ない 。 基 準 を緩 和す る こ とで 、 よ り多 くのプ ログ ラム とア プ ロー チ
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図表2実 証的研 究 か否 か評価 す る とき に用 い られ る問いCSRガ イ ダ ンス(B-3)

1.体 系的で帰納的な方法

研究は確 固たる理論的土台を持っているか。

方法論、被験者、研究者は明確 に示されているか。

研究は、矛盾 のない、統制のとれた、方法論的手法をもって実行 されたか。

データは、観察や実験 を用いて得 られたか。

研究は、主観的考えよりも事実に即 したデータに基づいたものか。

研究で得 られた知見は、具体的で、知覚可能なエビデンスによって支え られたものか。

2.厳 密なデータによる分析

研究は、提示された仮説を検証 し、一般的結論を導き出したか。

研究は、サンプルのサイズや用いた統計的手順を報告 してい るか。

データは、任務に適 した手法を用いて分析 されたか。

手法は、データの特徴や構造に合致 しているか。

研究は、観察された結果に対 して他 の説明が生 じないように設計 されてい るか。

研究で得 られた知見は、観察された結果が、特定の介入が原因であると、納得 させる証拠文書を提示 したか。

3.信 頼できる、妥当なデータの収集

データは、多くの場で多元的な調査者が関与 した研究から導き出されたものか。

研究のバイアスは最小化 されたか。

データは矛盾 なく測定されたか。同 じ条件の下で再度行われた測定では、同様の結果を導き出 したか。

4.強 固な研究計画

研究設計は、適切な統制の下、被験者を異なる条件に無作為に割 り当てる、無作為統制実験を表 しているか。

統制は、関心のある条件の評価 を可能 としてい るか。

研究は、調査者が自身の リサーチクエ ッションに解答できるよう、最 も効率よく設計されたか。

5.再 現を可能 とする詳細な結果

得 られた知見は、明確 に記述 され報告 されてい るか。

研究の結果は、設計の再現が可能 となるよう、十分詳細に示 されているか。

得 られた知見は、今後の研究 と共に、その可能性 を高めうるか。

6.調 査を受けた結果

研究は、ピアレビューが行われる雑誌あるいは独立 した専門家によって認め られたものか。

研究は、研究活動の一員ではない、バイアスのかかっていない専門家によって検討 されたものか。

レビューを行 う者 は、厳格 な学問的水準を適応 し、質の高い統制 を提供 したか。

研究は、外部 の検証を受けたか。

(出 典)US.DepartmentofEducation,ComprehensiveSchoolReform(CSR)ProgramGuidance,2002

図表3実 証 的研究 か否 か評 価す る ときに用 い られ る問いReadingFirsガ イダンス(B-3)

1.厳 密で体系的で経験的な方法の使用

研究は、確固たる理論的基盤、あるいは研究的基盤を持っているか。

研究は、バイアスのかかった発見や不当な有効性 の主張を避けるため、注意深 く設計 されたものか。

研究は、どのように行われ、誰によって行われ、何について行われたか、明白に記述 しているか。

2.提 示された仮説を検証し、一般的結論を正当化するためのデータ分析の適切性

研究は、観察された結果に対 して他 の説明が生 じないように設計 されているか。

観察された結果は、有効性 についての全体的結論や主張と矛盾 していないか。

研究は、観察された結果が特定の介入の結果であると、納得 させ る証拠文書を提示 しているか。

研究は、どういった人が研究 されたか(被 験者の年齢、地理的、認知的、学力的、行動的特徴)に ついて明

確に示 しているか、そ して得 られた知見はどういった人に対 して一般化 しうるのか示されているか。

研究は、成果 に対する評価 について十分な記述を提示 してい るか。

3.評 価者や観察者、多元的評価や観察に関わる妥当なデータを提供する評価的手法、観察的手法への依拠

データは、一人の調査者、一つの授業に基づいたものか、もしくは多数の場所における多数の調査者によっ

て集 められたデータか。

研究者のバイアスを最小化するためにどういった手順が実行 されたか。

観察された結果は、時間が経過 しても有効であるか。

研究対象の介入は、再現可能なものとして、詳細なデータをもって示 されているか。

研究は、教育指導上の迫真性がどのように確保 され、評価されているか説明 しているか。

4.査 読雑誌 による受容、あるいは比較的厳密で客観的で科学的な再検討 を通 じた、独立した専門家による認可

研究は、研究活動の一員ではない、バイアスのかかっていない個人によって慎重に検討 されたか。

得 られた知見は、外部の綿密な調査と検証を受けたか。

(出 典)U.S.DepartmentofEducation,GuidancefortheReadingFirstProgram,2002
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図表43っ の定義の相互比較
一 般 的Reading

定義CSRFirst

■ 理論性、研究設計

体系的であること ○ ○ ○

多元的評価や観察を用いること ○ ○ ○

観察や実験を用い ること O ○

確 固たる理論的土台を持ってい ること ○ ○

方法論 、被験者、研究者を明確に示すこと ○ ○

観察 された結果に対 して他の説明が生 じないように設計す ること ○ ○

バイアスを最小化すること ○ ○

矛 盾 の ない 、統制 の とれ た、方 法論 的手 法 を用 い るこ と ○

自身 の リサー チ クエ ッシ ョン に解答 で きる よ う、最 も効率 よく設 計す る こ と ○

関心のある条件の評価を可能とするよう統制を行 うこと ○

■ 分析手法 データ

仮説検証型 ○ ○ ○

厳密なデータによる分析を実行すること O ○ ○

一般的結論を得ることを 目的とする
○ ○ ○

適切な統制を用いて、無作為に介入する実験を用いること ○ ○

主観的考えよりも事実に即 したデータを用いること ○

知覚可能なエ ビデ ンスを用いること ○

任務に適 した手法を用いること ○

データの特徴や構造に合致 した手法を用いること ○

データは矛盾なく測定 されてい ること ○

観察 された結果と全体的結論との間に矛盾がないこと ○

■ 成果報告 知見の応用

サンプルのサイズや用いた統計的手順を報告すること ○

観察 された結果が、特定の介入が原因であると、納得 させ る証拠を提示すること ○

観察 された結果が特定の介入の結果である と、納得させる証拠を提示す ること ○

被験者 の年齢、地理的、認知的、学力的、行動的特徴を示すこと ○

得 られた知見はどういった人に対 して一般化 しうるのか示すこと ○

成果に対する評価を行 うこと ○

妥当なデータを提供する評価的手法、観察的手法へ依拠す ること ○

観察 された結果が、時間が経過 しても有効であること ○

教育指導上の迫真性 が確保 されていること ○

同条件 の下で同様の結果が導き出され、再現可能であること ○ ○ ○

再現を可能とする詳細な結果を提示すること ○ ○ ○

■ レ ビ ュ ー

他者評 価(ピ ア レビュー)を 受 け た雑誌 に よっ て認 め られ るこ と O ○ ○

研究員 ではない、バイアスのかかっていない専門家による検討を受けること ○ ○ ○

外部の検証を受けること ○ ○

レビューを行 う者は、厳格な学問的水準を適応 し、質の高い統制を提供すること ○

が 資格 あ る もの として認 め られ るの で あ る。

この よ うに 、ReadingFirstは 一般 的定 義 と大 き く内容 を異 に してい る。それ は上 述 の とお り、

当初 か ら実証 的 研 究 の活 用 に焦 点 が 当 て られ て い たた め 、一 般 的 定義 に よっ て焦 点 の変 化 を求 め

る必 要 はな か った とい うこ とが背 後 に あ るか らで あ る。
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2.4./J寸 舌

本 項 で は 、以 上3つ の定 義 内容 、 かつ 図表4に 示 した 三者 比 較 を踏 ま え、実 証 性 の基 準 か ら恣

意性 の顕 現化 を行 い た い。

まず3つ の 定義 に共 通 す る もの と して 、「体 系的 で あ る こ と」「多 元 的評 価 や観 察 を用 い る こ と」

「仮 説 検 証型 」「厳 密 な デー タに よる分 析 を実 行 す る こ と」「一般 的結 論 を得 る こ とを 目的 とす る」

「同条 件 の 下 で 同様 の結 果 が導 き 出 され 、再 現 可能 で あ る こ と」「再現 を可能 とす る詳細 な結 果 を

提示 す る こ と」 「他 者 評 価(ピ ア レ ビュー)を 受 けた雑 誌 に よっ て認 め られ る こ と」 「研 究 員 で は

な い 、バ イ ア スの か か って い ない 専 門 家 に よ る検 討 を受 け る こ と」 が あ る。 三 者 す べ て にお い て

デ ー タ分 析 を用 い る こ とが 求 め られ 、 一般 性 、 再現 性 、汎 用 性 が 目的 と して掲 げ られ てい るの で

あ る。 しか しReadingFirstは 、2.3.に 示 した とお り、 無作 為 統 制 実験 が含 まれ て い ない 。 さ ら

に 、 「被 験者 の年 齢 、地理 的 、認 知 的 、学力 的 、行動 的 特 徴 を示 す こ と」 が求 め られ 、 そ の把握 の

上 で 「得 られ た知 見 は ど うい っ た人 に 対 して 一般 化 し うる のか 示 す こ と」 と、一 般化 の 限界 も前

提 と して認 識 され て い る。 この点 にお い てReadingFirstの 実 証性 の基 準 と他 の 基 準 との 間 に は

大 き な差 異 が あ る よ うに考 える。

そ もそ も、研 究 を 実践 に対置 させ た とき、 そ の役 割 と して期 待 され る こ とは、 研 究成 果 の 実践

へ の応 用 、す なわ ち研 究 成 果 の一 般 性 、汎 用 性 、再 現 性 で あ る。 しか しこれ に は限 界 が あ る こ と

も容 易 に推 察 され うる。 なぜ な らば、研 究 成 果 が応 用 され る現 場 の 実践 者(教 師 、 子 ども)は 、

一 定 の実 践 的傾 向性 を有 して い た と して も
、 自由意 志 を持 つ 存 在 で あ る。 したが っ て 、 あ る介入

が 実践 へ 投入 され た と して も、そ れ に 対 して 再現 性 が 確保 され る とお りに一連 の 行 為(知 覚 、認

識 、実 行 等)が 遂 行 され る とは 限 らな い。 一 般性 を求 め る以 上 、 それ に は人 間存 在 の 自由意 志 が

対置 して 存在 して い る ので あ る。 ま た 、ReadingFirstで 「教 育 指導 上 の迫 真 性 が確 保 され て い

るこ と」 と、実 践 と研 究 との 問 に一 定 の距 離 を置い て い る点 は、整 合 性 を有 して い る。 この 人 間

存在 の現 実 的側 面 を 前提 と して考 慮 しな い と ころ に、 意識 的如 何 に 関 わ らず 、結 果 と して恣 意性

を 見 出す こ とがで き る。

ま た、 一般 化 に限 界 を見 て い たReadingFirstが 無 作為 統 制 実 験 を採 用 してい な い 点 も興 味深

い。 無 作 為統 制 実 験 につ い て は先 述 の ヴァ レ リ ・レイ ナ の解 説 に あ る とお りで あ るが 、 この 科学

性 を厳 密 に追 究 す るた め には 、CSRに 示 され てい るよ うに 「主 観 的考 え よ り も事 実 に即 した デー

タ を用 い る こ と」 「知覚 可 能 な エ ビデ ンス を用 い る こ と」が 求 め られ る こ ととな る。果 た して 人 間

の 生 きた 実践 を対 象 と して 、 どこま で 知覚 可 能 な範 囲 で語 りえ、 主観 性 を排 す る こ とが可 能 で あ

ろ うか。 本来 な らば 、 主観性 排 除 の 前提 の現 実 的可 能 性 を探 る必 要性 も あ る。

ま た、先 に示 した 三者 共 通 の項 目と して 、 「他者 評 価(ピ ア レビュ ー)を 受 けた 雑誌 に よ って認

め られ る こ と」 「研 究員 では な い 、バ イ ア ス の かか っ てい な い 専 門家 に よ る検 討 を受 け る こ と」が

あ っ た。 これ は、 真理 性 の観 点 か らす る と、 専 門的 知 見 か ら客 観 的 に再 検討 され る こ とを意 味す

るの と同時 に 、本 項 の 冒頭 で述 べ た 、語 りの主 体 が権威 者 で あ る こ とに よ る、真 理性 の隠 蔽 の 可

能性 に繋 が る 問題 を も孕 ん で い る。 た だ実 態 が そ の どち らで あ るか は 、検討 の際 用 い られ る実証

性 、真 理性 の基 準 とい った 論理 構 造 に よって しか確 か め る こ とは で き ない。

一38一



桐村:教 育行政領域における実証的研究の権威性の正当性に関する研究

おわりに

本研究の究極的な目的は、教育行政領域における実証的研究について、実証性の基準(方 法論)

の正当性に対 して、真理性の視点から改めて検討を加え、結果として、実証的研究が持ちうる権

威性の正当性を検討することにある。そこで、本稿はその第一次的段階として、米国のNCLB法

を検討対象事例 として取 り上げ、そこで規定される 「実証性」の基準を示す ことを行った。その

目的は、基準の正当性あるいは恣意性を、規定される基準の内から別出することにあった。そし

て、規定される基準に潜む恣意性として、人間存在の自由意志と一般性との両立困難性の問題を

等閑視 している点、ここで改めて本研究の重要性を提示しておきたい。そもそも、実証的研究が

教育行政活動、教育実践活動上において必要であると認識 されるようになった理由は何か。それ

は、学校における諸活動が、有効かどうかとい う点について実証的証拠を持たず、児童生徒の学

力を改善させないプログラムやアプローチを実行 してきたとい う連邦議会の疑念が伏在するから

である。翻せば、公教育の質を改善する上では、教育行政活動、教育実践活動は実証的研究に基

づくことが必要であり、また有効であること、良い研究は、よりよい教育を生むということ、こ

うした信念が、NCLB法 の中に実証的研究という言葉が111回 も出現するという事実が意味する

ところなのである。

この信念が現実に妥当性、真理性をもつか否かを検討する必要性は十分にある。なぜならそれ

は、i)い かなる研究が公教育の質を改善させるのかといった、実証的研究に対する積極的課題

においても、またi)そ うした政策が逆説的にもたらす余弊としての権威性の問題を検討すると

いう消極的課題においても、重要だからである。本稿はi)の 課題意識の下に位置づけられるも

のだが、権威性の正当性に対して検討を行 うためには、いまだ果たすべき課題が多く残存する。

1つ 目はすなわち、実証的研究が諸活動に対していかなる影響を及ぼしているか、どの程度一

定の基準の枠の内に制約されているかについて、具体的事例を用いて考察することである。最も

緩慢な基準しか要請しないReadingFirstは 、最も権威性をもつことが制限されている。しかし

この最も緩慢なReadingFirstの 基準においても、行政の解釈によっては十分に権威性を行使す

るに足る土台を持っている。実際、連邦がReadingFirstの 実証的研究の基準を厳密に解釈しよ

うとした結果、ReadingFirst補 助金プログラムに対して州が出した申請の多くが、その実証陸

の問題から返却された事実がある。補助金を受給する地方学区は、実証性を基盤とする読解プロ

グラムのみが資金を活用できること、そしてそれ らプログラムのアプローチが確実に児童生徒の

学力を向上させるとい うエビデンスが必要であると告げられたと言 う23。その権威性の妥当性に

ついては留保 した上で、実際に諸活動がいかに制約されているのか、行政による解釈 との関係性

も踏まえ、知る必要がある。

2つ 目は、連邦政府 自身の遂行能力の限界について検討することを意味する。上述のように、

有効性、効率性の向上を意図して、教育行政活動、教育実践活動に実証的研究が組み込まれるの

ならば、常にその権威性は、正当な権威性として受容されるものでなければならない。それが不

当な権威に堕するか否かは、実証的研究の基準を現実に遂行 していく連邦政府 自身の遂行能力に

負うところである。実証的研究が本来の意図通り機能するためには、真理性に対峙し、権威者 自

身が、何が実証的であるか、真理であるかを判断できる能力を有していなければならない。連邦

政府 自身が真理性を前提として判断を遂行できなければ、実証的研究は、有効性、効率性という
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点 で 、現 実 に機 能 しない もの とな る の で あ る。 したが って 、 実証 的研 究 の権 威 性 につ い て は 、1

つ目の実践への影響の考察と並んで、連邦自身の遂行の実態及び遂行能力の限界を考察し、検討

す る必 要 が あ る。

そ して3つ 目は 、 冒頭 で述 べ た よ うに 、基 準 の正 当性 、そ して そ の前 提 と して あ る真 理 性 に対

する哲学的考究である。本稿において示 された、実証的研究であるための方法論、基準が、果た

して現実に真理性を確保 しているか否か、再検討する必要性を提示している。例えば、無作為統

制実験や図表に示した基準に対 して、一般的定義、CSRは 盲 目的に追従している感がある。実証

性の基準が、不当な権威性に堕することを回避するためには、示される諸条件が、諸実践を制約

するに十分に足る真理性を有しているのか、検討する必要がある。以上を今後の課題 とする。
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A Study on the Authority of Scientifically Based Research  
Concerning Educational Practices: 

The First Step Focusing on the No Child Left Behind Act of 2001 

KIRIMURA Takafumi 

The purpose of this paper is to examine the legitimacy of the standard of 
"scientifically based research". The No Child Left Behind (NCLB) Act seeks to 
improve the quality of public education by requiring educators to use programs 
and practices that are based on scientific research. The term "scientifically 
based research" appears 111 times in the NCLB Act. For all other programs under 
NCLB except for the Reading First program and the Comprehensive School 
Reform program, the law contains a highly specific definition of scientifically 
based research. The term "scientifically based research" includes research that is 
evaluated using experimental or quasi-experimental designs in which individuals, 
entities, programs, or activities are assigned to different conditions and with 
appropriate controls to evaluate the effects of the condition of interest, with a 
preference for random-assignment experiments. The U.S. Department of 
Education has issued guidance about implementing scientifically based research 
in the Reading First program and the Comprehensive School Reform (CSR) 
program. The definition of scientifically based research that applies only to the 
Reading First program as well as the definition of “strong evidence” in the CSR 
program is different from, and less rigorous than the definition that applies to all 
other programs in the NCLB Act.  
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